
参考資料 

           工   事   概   要 

工 事 名 移動系防災行政無線設備等再整備工事 

本工事は、平成１６年に整備を行った移動系システムの無線設備におい

て、 電波の品質に関する技術基準の改定により令和４年１２月以降、現

行のシステムが使用できなくなること及び移動系システムの更新に伴い多

重系システムの主幹系統の改修を行う必要があることから両システムの再

整備を行うものである。 

１ 工事内容 

⑴  移動系システムの再整備 

⑵  既存システムの見直し 

⑶  多重系システムの改修 

２ 工事対象施設 

⑴  移動系設備工事対象施設 

ア 統制局及び基地局設備（５か所）   

市役所第３庁舎、西生田中継所、中原区役所、高津消防署梶ヶ谷

出張所、多摩区役所 

イ 市関係端末施設（５４か所） 

ウ 防災関係機関端末施設（３１か所） 

エ 学校端末施設（避難所）（１７６か所） 

⑵  多重系設備工事対象施設 

   ア 市役所第３庁舎、消防局総合庁舎、西生田中継所、中原区役所  

（上記施設数に含む） 

 

議案第１７２号 

 

   高津区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（蟻山坂工区）道路築造（その

４）工事請負契約の変更について 

 

 高津区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（蟻山坂工区）道路築造（その４）

工事請負契約（平成３０年９月２０日契約、平成３１年３月２６日変更契約に

て契約金額の変更、令和２年３月３日変更契約にて完成期限の変更、令和２年

３月２７日変更契約にて完成期限の変更、令和２年８月３１日変更契約にて完

成期限の変更）の一部を次のように変更する契約を締結する。 

 

             令和２年１１月２４日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 工  事  名   高津区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（蟻山坂工区）

道路築造（その４）工事 

２ 工 事 場 所   川崎市高津区千年地内 

３ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

４ 契 約 金 額   変更前契約金額 ５７４，２６７，３２０円 

           変更後契約金額 ６２０，２４９，５２０円 

           差 引 増 加 金 額  ４５，９８２，２００円 

５ 完 成 期 限   令和３年３月３１日 

６ 契約の相手方   川崎市中原区田尻町６１番地 

           織戸・河合共同企業体 

            代表者 株式会社 織戸組 

                代表取締役社長 織戸 一郎 

            構成員 河合土木株式会社 

                代表取締役 河合 德治 



参考資料 

           工   事   概   要 

工 事 名 高津区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（蟻山坂工区）道路

築造（その４）工事 

本工事は、都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線道路整備事業の一環とし

て、歩車道及び電線共同溝などを整備するものである。当初契約時は議

決を要する金額未満であったが、増額の変更により議決を要する金額を

超えるため提出するものである。 

１ 工事概要 

道路築造工事（工事延長 Ｌ＝６６１ｍ、道路幅員 Ｗ＝１５～１６

ｍ） 

⑴ 車道舗装工        Ａ＝４，６００㎡ 

⑵ 歩道舗装工        Ａ＝２，８００㎡ 

⑶ 電線共同溝工       Ｎ＝１式 

⑷ 排水構造物工       Ｎ＝１式 

⑸ 高低差処理工       Ｎ＝１式 他 

２ 変更理由 

本路線の道路高さの変更に伴う沿線宅地との高低差処理や交通管理者

協議等による安全施設整備などにおいて、増工が生じたため、増額変更

を行うものである。 

 




